
関係団体 御中

標記につきまして、男1絲氏のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課倍D及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課倍のあて連絡しましたので、別添団体各位におかれましても、

関係者に対し周知を図られますよう協力方お願いいたします。

疑義解釈資料の送付について(その8)

事務連

令和6年6月

厚生労働省保険局医療課

絡
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公益社団法人日本医師会御中

公益社団法人日本歯科医師会御中

公益社団法人日本薬剤師会御中

一般社団法人日本病院会御中

公益社団法人全日本病院協会御中

公益社団法人日本精神科病院協会御中

一般社団法人日本医療法人協会御中

一般社団法人日本社会医療法人協議会御中

公益社団法人全国自治体病院協議会御中

一般社団法人日本慢性期医療協会御中

一般社団法人日本私立医科大学協会御中

一般社団法人日本私立歯科大学協会御中

一般社団法人日本病院薬剤師会御中

公益社団法人日本看護協会御中

一般社団法人全国訪問看護事業協会御中

公益財団法人日本訪問看護財団御中

独立行政法人国立病院機構本部御中

国立研究開発法人国立がん研究センター御中

国立研究開発法人国立循環器病研究センター御中

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

国立研究開発法人国立国際医療研究センター御中

国立研究開発法人国立成育医療研究センター御中

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター御中

独立行政法人地域医療機能推進機構本部御中

独立行政法人労働者健康安全機構本部御中

健康保険組合連合会御中

全国健康保険協会御中

健康保険組合御中

公益社団法人国民健康保険中央会御中

社会保険診療報酬支払基金御中

財務省主計局給与共済課御中

文部科学省高等教育局医学教育課御中

文部科学省高等教育局私学行政課御中

総務省自治行政局公務員部福利課御中

総務省自治財政局公営企業課準公営企業室御中

警察庁長官官房人事課御中

防衛省人事教育局御中

労働基準局労災管理課御中

労働基準局補償課御中

各都道府県後期高齢者医療広域連合御中

(別添)

御中



地方厚生(支)局医療課

都道府県民生主管部(局)

国民健康保険主管課倍勵

都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後期高齢者医療主管課(部)

診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第57号)等につ

いては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3

月5日保医発 0305 第4号)等により、令和6年6月1日より実施することとしていると

ころであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添4までのとおり取

りまとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようぉ願いします。

御中

事務連絡

令和6年6月18日

疑義解釈資料の送付について(その8)

厚生労働省保険局医療課



【経過措置】

問1「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ

て」(令和6年3月5日保医発0305第5号)の別添2 「入院基本料等の施

設基準等」において、「意思決定支援の基準」及び「身体拘束最小化の基

準」にっいては、令和6年3月31日において現に入院基本料又は特定入

院料に係る届出を行っている病棟又は病床については、令和7年5月31

日までの間に限り当該基準を満たしているものとされているが、令和7年

5月31日までの間に、入院基本料又は特定入院料の施設基準を変更した

場合の当該経過措置の取扱い如何。

(答)令和6年3月31日において、入院基本料又は特定入院料に係る届出を行

つている病棟又は病床について、令和7年5月31日までの間に当該施設基

準の変更の届出を行った場合も、令和7年5月31日までの間に限り「意思

決定支援の基準」及び「身体拘束最小化の基準」を満たしているものとする。

医科診療報酬点数表関係

【診療録管理体制加算】

占2 「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、「ネットワーク

から切り離したオフラインで保管していることについては、医療情報シス

テム・サービス事業者との契約書等に記載されているか確認し、当該契約

書等の記載部分についても届出の添付資料とすること」とあるが、オフラ

インでのバックァップの保管にあたり、事業者との契約を行っていない場

合にっいて、どのように考えればよいか。

(答)厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の「企

画管理編」、「15.技術的な安全管理対策の管理」に基づいて作成された院内

の運用管理規程を添付資料とすること。なお、当該規程には、オフラインで

の保管を行うにあたっての具体的な運用方法(追記不能設定がなされたバ

ツクァップ用機器又はクラウドサービスを利用する場合にあっては、当該

機器又はサービスの機能の詳細や非常時の復旧方法)に関する記載が含ま

れているとと。

(別添 1)

医一1



【ベースアップ評価料】

占1 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連

絡)別添2の問6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作

成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由

により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12月ま

でに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月

から賃金改善を実施したものとみなすことができる。」とあるが、「条例の

改正が必要であること等やむを得ない理由」に労使交渉を行っているもの

の、やむを得ず妥結していない場合も含まれるか。

(答)含まれるが、届出時点において「賃金改善計画書」の提出が必要。ただし、

「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月12日事務連絡)

別添2の問5のとおり、労使交渉妥結後に修正した場合は、「賃金改善計画

書」含む届出様式一式を速やかに再度地方厚生(支)局長に届け出ること。

看護職員処遇改善評価料及びべースアップ評価料関係

占2 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連

絡)別添2の問6において、「原則算定開始月から賃金改善を実施し、算

定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の

改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6

年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績

の対象に含めてよい。」とあるが、令和6年7月以降に届出を行った場合

も令和6年4月以降の賃金改善分について、当該評価料による賃金改善の

実績の対象に含めてよいか。

(答)令和6年6月から令和7年3月までに算定を開始した場合、令和6年4月

以降の賃金改善分について、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含

めてよい。

(別添2)

看ベ一1



【特定薬剤管理指導加算】

占1 特定薬剤管理指導加算3の「イ」又は「ロ」について、当該患者が継続

して使用している医薬品ではあるが、当該医薬品に関して、保険薬邦伯市が

重点的な服薬指導が必要と認め、当該加算の算定要件を満たす説明及び指

導を行った場合、初回に限り算定できるか。

(答)算定可能。

占2 長期収載品の処方等又は調剤について選定療養の仕組み(以下「本制度」

という。)が導入される令和6年10月1日より前の時点で、本制度の対象

となる医薬品について患者に対して説明を行った場合、特定薬剤管理指導

加算3の「ロ」は算定できるか。

(答)本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、

当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定すること

ができる。

なお、本制度に関する運用上の取扱い(患者が支払う額の具体的な計算方

法等)については今後更に周知する予定であるので留意されたい。

調剤報酬点数表関係

調一1



【訪問看護管理療養費】

問1 令和6年3月31日時点において指定訪問看護を行う訪問看護ステーシ

ヨンであって、訪問看護管理療養費1の基準を満たしていない事業所が、

「訪問看護管理療養費1の基準については、令和6年3月31日時点にお

いて現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業

所については、令和6年9月30日までの間に限り、訪問看護管理療養費

1の基準に該当するものとみなす」との経過措置により訪問看護管理療養

費1の届出を行っている場合において、経過措置終了(令和6年9月30

日)までに、訪問看護管理療養費1の基準を満たすこととなった場合、令

和6年10月以降に引き続き訪問看護管理療養費1を算定するに当たり、

改めて届出を行う必要はあるか。

(答)届出時点で訪問看護管理療養費1の基準を満たしていなかったが、経過措

置終了までに基準を満たすこととなった場合は、令和6年10月1日までに

改めて、訪問看護管理療養費1の基準を満たした届出を行う必要がある。

訪問看護療養費関係

占2 令和6年3月31日時点において指定訪問看護を行う訪問看護ステーシ

ヨンであって、訪問看護管理療養費1の基準を満たしている事業所が、経

過措置期間中に訪問看護管理療養費1の届出を行っている場合において、

令和6年10月以降に引き続き訪問看護管理療養費1を算定するに当た

り、改めて届出を行う必要はあるか。

(答)改めて届出を行う必要はない。

(別添4)

訪看一1


